
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

注１…中小企業とは、常時雇用する労働者が 300 人以下の企業・法人等をいう。 
注２…支給対象となる育児休業に係る同一の子につき１回までとする。 

中小企業（注１）に勤務する男性従業員が育児休業を取得したのち職場復帰した場合、 

           （注２）を支給します！ 奨励金３万円 

出生後休業支援給付金については裏面をご覧ください 

①～⑥すべてに該当する男性従業員の方 

① 郡山市内の事業所 又は 市内に本社を置く事業

所に勤務していること 

② 市内に住所を有していること 

③ 「出生後休業支援給付金」の受給者であること 

④ 職場復職後１か月以上勤務したこと 

⑤ 雇用保険の被保険者として雇用されていること   

⑥ 市税の滞納がないこと 

支給対象者 提出書類 

① 雇用保険被保険者証の写し 

② 育児休業に係る就業規則などの写し 

③ 「出生後休業支援給付金支給決定通知書」など、「出生後休業支

援給付金」の支給を受けたことを確認できるもの 

④ 出勤簿の写しなど、復職後１か月働いたことがわかるもの 

⑤ 育パパサポート奨励金支給申請書（第１号様式）  

⑥ 育パパサポート奨励金支給対象者職場復職証明書（第２号様式） 

⑦ 同意書（第３号様式） 

 

※対象期間…「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から 

起算して８週間を経過する日の翌日」までの期間 

申請受付 
締切 

申請受付 

開始 

3か月 １か月 

出産予定日 

または出生日 

育児休業 
（対象期間(※）に

14日以上） 職場復職 

８週間 

申請までの流れ 

2025（令和 7）年度 郡山市育パパサポート奨励事業 

男性の育児休業取得を支援します！ 

育パパサポート奨励金 
 

【お問合せ】 

郡山市農商工部 産業雇用政策課（本庁舎 1 階） 

〒963-8601郡山市朝日一丁目 23-7  

TEL 024-924-2251 FAX 024-925-4225 

 育児休業から職場復職後１か月を経過した日から３か月以内 

産業雇用政策課宛てご提出ください。 

 

申請書提出期限 

ウェブサイトはこちら 

 

申請様式はこちら
からダウンロード
してください 



 

詳しくは、厚生労働省ウェブサイトをご覧いただくか、 

事業所の所在地を管轄するハローワークへお問合せください。 
出生後休業支援給付金 検索 

【参考】厚生労働省ウェブサイトより 


